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むつ市議会第２６７回定例会会議録 第１号

議事日程 第１号 令和８年２月１９日（木曜日）午前１０時開会・開議

◎諸般の報告

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 行政報告

第４ 市長施政方針

【議案一括上程、提案理由説明】

第５ 議案第２号 むつ市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

第６ 議案第３号 むつ市部設置条例の一部を改正する条例

第７ 議案第４号 むつ市行政手続条例の一部を改正する条例

第８ 議案第５号 むつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

第９ 議案第６号 むつ市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例

第10 議案第７号 むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

第11 議案第８号 むつ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例

第12 議案第９号 むつ市営住宅条例の一部を改正する条例

第13 議案第10号 むつ市火入れに関する条例の一部を改正する条例

第14 議案第11号 むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の一部を改正する条例

第15 議案第12号 むつ市企業誘致促進条例の一部を改正する条例

第16 議案第13号 むつ市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

第17 議案第14号 むつ市中小企業経営安定化資金利子補給基金条例を廃止する条例

第18 議案第15号 むつ市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例

第19 議案第16号 むつ市下北自然の家条例を廃止する条例

第20 議案第17号 むつ市観光遊覧船条例を廃止する条例

第21 議案第18号 むつ市過疎地域持続的発展計画について

第22 議案第19号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

第23 議案第20号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

第24 議案第21号 令和７年度むつ市一般会計補正予算

第25 議案第22号 令和７年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予算

第26 議案第23号 令和７年度むつ市水道事業会計補正予算

第27 議案第24号 令和７年度むつ市下水道事業会計補正予算

第28 議案第25号 令和８年度むつ市一般会計予算

第29 議案第26号 令和８年度むつ市国民健康保険特別会計予算
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第30 議案第27号 令和８年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算

第31 議案第28号 令和８年度むつ市介護保険特別会計予算

第32 議案第29号 令和８年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算

第33 議案第30号 令和８年度むつ市魚市場事業特別会計予算

第34 議案第31号 令和８年度むつ市水道事業会計予算

第35 議案第32号 令和８年度むつ市下水道事業会計予算

第36 報告第１号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

第37 報告第２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（令和７年度むつ市一般会計補正予算）

第38 報告第３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（令和７年度むつ市一般会計補正予算）

第39 報告第４号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（令和７年度むつ市一般会計補正予算）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（２２人）

１番 佐 藤 武 ２番 工 藤 祥 子

３番 高 橋 征 志 ４番 濵 田 栄 子

５番 杉 浦 弘 樹 ６番 櫻 田 秀 夫

７番 住 吉 年 広 ８番 白 井 二 郎

９番 富 岡 直 哉 １０番 村 中 浩 明

１１番 野 中 貴 健 １２番 佐 藤 広 政

１３番 東 健 而 １４番 中 村 正 志

１５番 井 田 茂 樹 １６番 浅 利 竹 二 郎

１７番 岡 崎 健 吾 １８番 佐 々 木 隆 徳

１９番 佐 賀 英 生 ２０番 大 瀧 次 男

２１番 佐 々 木 肇 ２２番 冨 岡 幸 夫

欠席議員（なし）

説明のため出席した者

市 長 山 本 知 也 副 市 長 吉 田 真

副 市 長 齋 藤 友 彦 教 育 長 阿 部 謙 一

公 営 企 業 代 表吉 田 和 久 氏 家 剛管 理 者 監 査 委 員

選 挙 管 理 農 業
委 員 会 畑 中 政 勝 委 員 会 坂 本 正 一
委 員 長 会 長

政 策 推 進総 務 部 長 松 谷 勇 小 笠 原 洋 一部 長

市 民 生 活財 務 部 長 吉 田 由 佳 子 石 橋 秀 治部 長

健 康
づ く り

健 康 福 祉 推 進 監斉 藤 洋 一 髙 橋 嘉 美部 長 健 康
福 祉 部
次 長

こ ど も
み ら い
部 長
ｓｍｉｌｅ 農 林 水 産ｋ ｉ ｄ ｓ 菅 原 典 子 一 戸 義 則部 長ｏｆｆｉｃｅ
に っ こ
り っ こ
所 長

商 工 観 光 まちづくり山 﨑 学 木 下 尚 一 郎部 長 推 進 部 長
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選 挙 管 理会 計 中 村 智 郎 委 員 会 野 坂 武 史管 理 者 事 務 局 長

農 業
委 員 会

監 査 委 員 事 務 局 長澁 田 剛 立 花 一 雄事 務 局 長 農 林
水 産 部
理 事

上 下 水 道
局 長

教 育 部 長 福 山 洋 司 市 民 小 田 晃 廣
生 活 部
理 事

川 内 庁 舎 大 畑 庁 舎池 田 雅 文 松 本 邦 博所 長 所 長

脇 野 沢
庁 舎 所 長 総 務 部
農 林 山 崎 拓 也 市 長 立 花 幸 一
水 産 部 公 室 長
副 理 事

総 務 部
総 務 課 長 総 務 部選 挙 管 理 鈴 木 明 人 総 務 課 佐 々 木 大委 員 会 主 任 主 査事 務 局
総 括 主 幹

総 務 部
総 務 課 菊 池 亘
主 任 主 査

事務局職員出席者

事 務 局 長 上 林 妙 子 次 長 石 田 隆 司

総 括 主 幹 堂 崎 亜 希 子 主 幹 佐 藤 孝 悦

主 任 主 査 瀬 角 朋 也 主 任 浜 端 快
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◎開会及び開議の宣告

午前１０時００分 開会・開議

〇議長（冨岡幸夫） ただいまからむつ市議会第

267回定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

これから本日の会議を開きます。

◎諸般の報告

〇議長（冨岡幸夫） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

まず初めに、地方自治法第121条第１項に基づ

く今定例会への説明員の出席者については、お手

元に配信しております名簿のとおりであります。

次に、監査委員から、地方自治法第235条の２

第３項の規定に基づく例月出納検査の結果報告が

ありました。関係書類は事務局に保管してありま

すので、ご閲覧願います。

次に、本日市長から、公害対策に関する経過報

告、放射性廃棄物保管施設における安全対策に関

する経過報告、交通問題対策に関する経過報告、

工事請負契約に係る入札結果資料が提出されまし

たので、お手元に配信しております。

次に、全国市議会議長会等の会議結果につきま

しては、お手元に配信の報告書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

次に、本日この後、下北ジオパーク推進協議会

の一般社団法人しもきたツーリズムへの移行決定

について及びむつ市危機管理センターの供用開始

について市長から行政報告がありますので、ご了

承願います。

次に、２月16日に開催した議会運営委員会にお

いて、３月４日に請願１件を上程することが決定

されておりますので、ご了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（冨岡幸夫） 本日の会議は議事日程第１号

により議事を進めます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（冨岡幸夫） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第89条の規定によ

り、８番白井二郎議員及び20番大瀧次男議員を指

名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第２ 会期の決定

を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら３月13日までの23日間としたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

◎日程第３ 行政報告

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第３ 行政報告を

行います。

市長から報告を求めます。市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） おはようございます。本日２

件のご報告がございます。

まず、昨年12月19日の行政報告において、下北

ジオパーク推進協議会の法人格を有する組織への

移行について、一般社団法人しもきたツーリズム
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への移行を検討している旨の報告をさせていただ

いたところでありますが、令和８年１月30日に開

催されました下北ジオパーク推進協議会の臨時総

会及び令和８年２月18日に開催されました一般社

団法人しもきたツーリズムの臨時総会におきまし

て、両団体の承認が得られましたので、ご報告さ

せていただきます。

移行までのスケジュールといたしましては、ま

ずは本年４月、下北ジオパーク推進協議会の事務

局のみを移行させ、下北ジオパーク推進計画の変

更やエリアの検討といった課題の抽出や解決を図

ってまいります。

その後、ユネスコ世界ジオパークの申請までに

は下北ジオパーク推進協議会を一般社団法人しも

きたツーリズムへ完全移行し、新体制でのユネス

コ世界ジオパーク認定を目指してまいります。

この移行は、下北ジオパークの取組を将来にわ

たり持続的に発展させるとともに、今後、ユネス

コ世界ジオパーク認定を視野に入れた体制強化を

図ることを目的とするものであり、安定的かつ専

門性を有する運営体制の確立に加え、地域振興や

観光施策と一体となった事業を展開するため、現

在の下北ジオパーク推進協議会の事務局機能を維

持した上で、法人組織である一般社団法人しもき

たツーリズムへ移行するものであります。

当市といたしましても、下北ジオパークが国内

外に評価され、また、地域の皆様が誇りに思える

ような地域づくりを推進するため、引き続き下北

ジオパークの取組を支援してまいります。

議員各位におかれましては、本件の趣旨をご理

解いただき、引き続きご協力を賜りますようお願

い申し上げ、ご報告とさせていただきます。

次に、この度、本庁舎開放エリアに整備を進め

ておりました、むつ市デジタル防災センター整備

事業の全ての工事が完了し、名称をむつ市危機管

理センターとして、来る令和８年４月１日から供

用を開始する運びとなりましたので、ご報告させ

ていただきます。

本センターは、令和６年９月から２か年の事業

として、経済産業省が所管いたします災害時に備

えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の

推進事業費補助金を最大限に活用し、72時間稼働

可能な非常用発電機を新設したほか、防災安全課

執務室に隣接する災害対策本部室を常設し、被災

現場等の映像をリアルタイムで把握できる映像音

響システムを完備することにより、迅速かつ的確

な情報収集と意思決定を可能とする体制を整えて

おります。

また、本センターは、多目的ホールのほか、会

議室や授乳室を備えておりますことから、災害時

には避難所として、さらに、平時におきましては、

防災を啓発する展示会場やクーリングシェルタ

ー、市民向けの健診会場のほか、小中学生等を対

象とした防災教育の場として活用することとして

おり、地域全体の防災力の向上に寄与するものと

期待しております。

令和３年８月及び令和４年８月に発生いたしま

した豪雨災害、昨年12月８日の青森県東方沖地震

など、相次ぐ自然災害を教訓とし、本センターが

災害時における防災の司令塔として、市民の皆様

の安心・安全を守るため、災害対応能力の更なる

向上に努めてまいります。

議員各位におかれましては、より一層のご理解

とご協力をお願い申し上げ、ご報告とさせていた

だきます。

〇議長（冨岡幸夫） これより質疑を行います。

質疑は、それぞれ区分して行います。

まず、下北ジオパーク推進協議会の一般社団法

人しもきたツーリズムへの移行決定についての報

告に対し、質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。
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以上で下北ジオパーク推進協議会の一般社団法

人しもきたツーリズムへの移行決定についての報

告に対する質疑を終わります。

次に、むつ市危機管理センターの供用開始につ

いての報告に対し、質疑ありませんか。３番高橋

征志議員。

〇３番（高橋征志） この危機管理センターですか、

４月に供用開始ということで、それまで工事、何

度か補正予算上がって対応していましたけれど

も、最終的にトータルでどれくらい事業費がかか

ったのかということと、経済産業省の補助金がど

れくらい入ったのかということを、完成しました

ので、最後に改めて確認いたします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

まだ決算前でございますので、あくまでも見込

みということでご説明させていただきますけれど

も、工事費のほうが約９億8,000万円程度、そし

て経済産業省のほうの補助金につきましては、ま

だ交付額の確定のほうもしておりませんので、あ

くまでも概算ということでございますけれども、

８億7,000万円程度を見込んでいるところでござ

います。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（高橋征志） すみません、もう一点だけ確

認です。

先ほど工事費の見込みが９億8,000万円という

話がありましたけれども、それは施設の本体工事

ということでいいのか、もしそのほかに附帯する

設備、備品だとか、そういったものが含まれてい

ないのであれば、そちらの部分は幾らになるのか

というのを確認させていただきたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

先ほどご説明いたしましたのは工事費というこ

とになっておりまして、映像音響システムのほう

が、まだ決算前でございますので、概算というこ

とになりますけれども、7,500万円程度、それか

ら備品の購入費につきましては、令和８年度に購

入する分も一部ございますので、令和７年度まで

ということでございますけれども、約3,500万円

程度というふうになっております。

〇議長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。７

番住吉年広議員。

〇７番（住吉年広） まず、私のほうから２点ほど

確認したいと思います。

今回のセンターが果たす役割ということで、ま

ず確認したいのですけれども、２か年にわたる整

備が完了しましたけれども、本センターが稼働す

ることで、従来の災害対応と比べて意思決定の迅

速化が具体的にどのように向上するのか。

２点目は、防災教育や健診会場としての活用が

先ほど挙げられましたが、市民が日常的にこの施

設を利用することで、地域全体の防災意識をどう

底上げしていく計画なのかお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） １点目の災害時どのように活

用されていくかということでございますけれど

も、令和３年及び令和４年、先ほど行政報告であ

りましたけれども、豪雨災害、昨年の12月８日に

発生しました青森県東方沖地震の際に、やはり情

報収集、まずは今の本庁舎でやる場合は災害対策

本部、大会議室に全員が移動して、そこに電話を

立ち上げ、パソコンを持っていき、モニターを持

っていきということで、まず立ち上げにかなりの

時間を要する状況になってございます。その上で、

電話等は防災安全課のところに集中して来ますの

で、執務室と災害対策本部が別々の場所にあると

いうような事態が起きてございます。

今回の整備によりまして、特に迅速な情報収集

と意思決定ということを重視しておりまして、防

災安全課の執務室の隣に災害対策本部室を配置し
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ておりまして、防災対策機能の一体化、常設化を

図ってございます。また、映像システムを導入す

ることによりまして、先ほど申し上げました迅速

な情報収集、現地の状況をリアルタイムで確認す

ることができることになりますので、これまでよ

り情報収集能力と本部の立ち上げ機能というのが

迅速化されるものと、強化されるものと認識して

おります。

平時の部分でございますけれども、防災啓発の

展示会、クーリングシェルター、市民向けの健診

会場としても使えますけれども、小・中学生を対

象とした防災教育の場として積極的に活用してい

きたいと考えておりますし、これは小・中学生だ

けではなくて、地域全体の防災意識の向上に努め

ていきたいと考えております。

また、フェーズフリーという形で、常時、非常

時関係なく使えるようにしていきたいと考えてお

りますので、多目的ホールにつきましては、現状

として今想定していることを申し上げますけれど

も、平日は９時から７時まで、土日祝日は９時か

ら５時まで開放することとしておりますので、平

時も活用いただいて、非常時にもそこを使えると

いう形を取っていきたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） 市長、どうもご丁寧な説明あ

りがとうございます。

最後に、もう一点だけ確認したいのですけれど

も、このセンターの下北半島の機能、役割という

のはすごく重要だと思うのです。その上で、本セ

ンターが司令塔として役割を担うわけですけれど

も、下北半島の他町村との情報の共有とか、また

自衛隊、警察、消防との合同訓練の場所として活

用は考えているのか。

２点目が72時間の稼働ということで、発電機や

最新システムもメンテナンスや技術の陳腐化が課

題となりますけれども、将来的な維持管理コスト

の考え方と、常に最新の知見を取り入れ続ける姿

勢について、市長の決意を伺いたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） まず、１点目の合同訓練であ

りますけれども、例年図上訓練という形で各機関

と一緒になって訓練をさせていただいていますの

で、市の防災訓練とは別に、リエゾンも含めて集

まる図上訓練をさせていただいていますので、今

年国スポありますので、関係機関に協力を求める

部分がたくさんありますので、新年度新たにでき

るかどうかはあれですけれども、近いうちには危

機管理センターの中で運用を開始していきたいと

思います。

もう一個、下北半島という意味では、先ほど財

務部長から答弁ありましたモニター、別途予算を

つけて設置いたしましたモニターでは、きっとと

いうか、実現していきますけれども、市のドロー

ン、災害現場の映像だけではなくて、例えば今も

除雪も含めて各道路の国土交通省で持つライブカ

メラの映像ですとか、そういったところと連動で

きると思っていますので、下北全体のライブカメ

ラついているところの現状の雪の状況ですとか、

雨が降ればそういった状況も下北全体として捉え

られるようにしていきたいなと考えておりますの

で、その辺は各関係機関と連携していきたいと思

います。

また、72時間稼働いたします非常用発電機は、

今後のメンテナンスも含めて、使用燃料、災害時

に調達可能性が一番高いことを考慮して、軽油と

しております。ふだん一般の家庭で軽油を使う方

はいらっしゃいませんので、灯油とかを使うと、

きっと冬期間市民の皆さんも灯油使いますので、

そういった形で、今そういった考慮を含めて、軽

油の調達を含めて検討していますので、今後も最

新の知見を導入しながら、危機管理センターの運

用をしてまいりたいと存じます。



- 9 -

〇議長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

以上で行政報告を終わります。

◎日程第４ 市長施政方針

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第４ 市長施政方

針を行います。

市長から施政方針の説明を求めます。市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） むつ市議会第267回定例会の

開会に当たり、令和８年度の市政運営に臨み、所

信の一端を申し述べ、議員各位及び市民の皆様の

ご理解とご協力をお願い申し上げる次第でありま

す。

昨年12月８日に発生した青森県東方沖地震は、

むつ市においても暮らしの各所に影響を及ぼし、

私達の平穏な日常に深い影を落としました。

市民の皆様の不安や不自由が続く中、私達は、

被災したむつ総合病院の再建という大きな課題を

はじめ、立ちはだかる困難を皆様と分かち合い、

共に乗り越える歩みの最中にあります。

この地震は、私達の日々の暮らしの安定が、決

して不変のものではなく、ひとたび自然の脅威に

直面すれば、容易に揺らぎ得るものであるという

現実を、改めて鮮明に突きつけました。

特に、発生の切迫性が指摘されている「日本海

溝・千島海溝沿いの巨大地震」は、もはや「いつ

か来る」ものではなく、「明日起きてもおかしく

ない」むつ市最大の防災課題です。

何より、災害は時を選びません。とりわけ、今

回のように冬季の発災といった厳しい想定を念頭

に置くことは、危機管理の上では欠かすことがで

きません。

しかしながら、行政による「公助」には限界が

あり、一人でも多くの命を守るためには、市民の

皆様による「自助」と「共助」が何よりの力とな

ります。

自らの命をどう守り、地域をどう守るかを問い

直し、一人ひとりが主体的に災害への備えに加わ

っていただく、こうした意識の変革は災害への備

えにとどまるものではなく、行政と市民の皆様が

地域の課題を「自分ごと」として共有し、今の暮

らしや地域の支え合いの在り方を見つめ直す契機

となるものです。

さらに、共に知恵を出し合い、支え合う仕組み

を磨き上げることは、有事の際の確かな盾となる

だけでなく、平時の暮らしをより豊かで持続性の

あるものへと変えてくれるはずです。

そして、市民の皆様の主体的な取組を、行政が

責任を持って支え、共に形にしていくこと、これ

こそが、私が市政運営の基本に据える姿勢でもあ

ります。

現在、我が国を取り巻く情勢は、人口構造の変

化や地域経済を支える担い手不足の深刻化、社会

インフラの老朽化、さらには、激甚化する自然災

害への対応など、極めて複雑な局面にあります。

こうした中、国においては「経済財政運営と改

革の基本方針」に基づき、デジタル化や脱炭素、

地方創生の深化といった構造改革が進められてお

ります。

さらに、先の衆議院議員総選挙を経て国政が新

たな一歩を踏み出した今、地方自治体には、地域

の潜在力を引き出す戦略的判断と、事態の急変に

即応し得る行政運営の高度化が、かつてない強さ

で求められております。

しかしながら、国政が新たな体制へと移行し、

社会が大きく揺れ動いている今こそ、地方自治体

は単に国の施策に追従するだけでは、この難局を

乗り越えることはできません。
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これまでの前提が通用しなくなる中で、限られ

た行政資源をいかに戦略的に投じるか、私達は将

来の方向性を見据えた重要な決断の時を迎えてお

ります。

そして、この難局を乗り越える力は、変化を静

観することからは生まれません。

むつ市の底力を引き出すべき局面として受け止

め、市民の皆様一人ひとりと、このまちをつくる

当事者としての誇りと責任を共有し、共に知恵を

出し合いながら、次の世代に自信を持って「つな

ぐ」ことのできるむつ市の姿を描いてまいります。

令和８年度の当初予算は、現行のむつ市総合経

営計画の最終年度として、これまで積み重ねてき

た取組の成果の確かな結実とともに、「青の煌め

きあおもり国スポ・障スポ」を成功へと導く、極

めて重要な意味を持ちます。

予算編成に当たっては、本大会の開催により行

政資源の制約が一層厳しさを増すことが見込まれ

る中にあっても、前例や固定観念に捉われること

なく新たな発想の下で施策を展開するため、事務

事業の徹底した見直しを行い、守るべきものと改

めるべきものを峻別し、そこから生み出した資源

を、将来を見据えた投資として重点的に配分する

予算編成としたところであります。

本定例会に提案いたします予算のテーマは、「守

り、拓き、躍動する。～強靱な礎の上に、50年の

想いを解き放つ予算～」であります。

このテーマの下に一般会計では、405億円を計

上いたしましたが、その概要を５つのテーマに区

分してご説明いたします。

まず、１つ目は「未来のむつを支える人を想い

やる予算」であります。

子育て世帯の経済的負担を抜本的に軽減し、誰

もが安心して産み育てられる環境を構築するた

め、令和８年度から保育料の完全無償化をスター

トします。

むつ市では、本施策を少子化対策の柱と位置づ

け、所得制限を設けない一律無償化を実施するこ

とで、子育て支援のステージを一段引き上げます。

次に、こども向け職業体験のパイオニアとして

実績のある「キッザニア」の監修の下、小・中学

生を対象とした地元企業での就業体験の機会を新

たに創出し、地域の産業に触れることで、将来の

地元就職への意欲を高め、次代の地域経済を担う

人材の育成を推進します。

次に、こども達一人ひとりの実情に合わせて柔

軟な学びを提供する「学びの多様化学校」につい

ては、令和９年４月の開校に向け、教育課程の検

討や学校環境の整備を進めます。

また、旧田名部カトリック幼稚園への移転を進

めている教育支援センターにつきましては、令和

８年12月のオープンに向けて改修工事を実施し、

こども達が安心して過ごせる居場所としての機能

を大幅に強化するとともに、支援体制の更なる充

実を図ります。

２つ目は「防災・ＤＸで今と未来の暮らしを守

る予算」であります。

デジタル技術による情報の即時集約と共有機能

を備えた、むつ市の防災・危機管理の要「危機管

理センター」の供用を開始し、的確な意思決定と

現場対応を支える仕組みを確立するとともに、多

目的ホールにおいては、平時と非常時の境界を取

り払うフェーズフリーの概念の下で、日常の活用

がそのまま有事の備えとなる環境を整え、いかな

る事態においても市民の皆様の命と暮らしを守り

抜く、実効性の高い防災体制を構築してまいりま

す。

次に、災害時における多様な情報伝達手段の確

保を図るため、スマートフォンや防災行政無線に

よる防災情報の取得が難しい環境にある市民の皆

様を対象に、各家庭の固定電話又はＦＡＸへ防災

情報を配信するサービスを開始します。
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次に、思いやりのあるスマートシティの実現を

目指すため、むつ市が運用する複数のアプリやホ

ームページを含め、地域の情報を一つにまとめる

ことで、世代を問わず誰もが情報を入手できるポ

ータルアプリを導入します。

３つ目は「地域の産業を守りむつの魅力を切り

拓く予算」であります。

新たな企業の誘致や産業集積を促進し、雇用の

創出と地域経済の活性化を推進するため、戦略的

な産業基盤として、産業用地の整備に向けた適地

の選定調査を行います。

次に、若者の人口流出を第一次産業の面から抑

制するため、農林水産分野への先端技術の導入に

より、高付加価値化と生産性向上を図る「しもき

たハイテクフードバレー」の実現に向けた導入可

能性調査を実施し、新たな働く場や雇用の創出を

目指します。

次に、2050年のカーボンニュートラル実現に向

け、市内におけるエネルギー需要の把握や市民の

皆様と事業者の意識調査を通じて、脱炭素社会の

方向性を示すむつ市ＧＸビジョンを策定し、環境

対策を地域の成長へとつなげる具体的なロードマ

ップを描くことで、経済が持続的に循環するまち

づくりを推進します。

４つ目は「いつまでも自分らしく躍動する生活

を支える予算」であります。

移り変わる環境の変化に対応できる持続性の高

い公共交通ネットワークの形成に向け、公共交通

と多様な移動サービスを最適に組み合わせ、市民

の皆様や来訪者一人ひとりの移動ニーズに対応で

きるシステム「むつＭａａＳ」の構築に着手しま

す。

また、誰もが将来にわたり住み慣れた地域で安

心して受診できる体制の構築に向けて、通院手段

の確保が課題となっている高齢者の方々などの患

者が移動車両内で診療を受けられる「医療Ｍａａ

Ｓ」の導入に向けた研究に着手します。

次に、地域の伝統行事や民俗芸能の継承を担う

保存団体等の主体的な活動を支援するため、新た

に補助制度を創設し、担い手の育成といった課題

の解決を支えることで、郷土への愛着と誇りを次

代へと共に育んでまいります。

次に、物価高騰に対応するための経済対策とし

て、生活必需品である燃えるごみ用の指定ごみ袋

を市内全戸に配布し、家計の経済的負担の軽減を

図ります。

最後に、むつ市の歴史に深く刻まれることとな

る「青の煌めきあおもり国スポ・障スポ」の開催

を、最高の舞台で迎え、その熱気を次代へとつな

ぐための取組についてであります。

国スポ・障スポでむつ市を訪れる選手や観客の

皆様が、競技会場のみならず市内の観光スポット

や飲食店へ足を運ぶ契機となるよう、近隣観光案

内マップを作成・配布し、滞在の満足度を高める

ことで、大会の活気を地域全体の賑わいへと波及

させてまいります。

次に、令和７年度に策定した「むつ市アウトド

アグランドデザイン」を具体化するため、モンベ

ルグループと連携して、推奨アクティビティルー

トや地域のグルメ、特産品等の魅力を総合的にプ

ロモーションする冊子を作成し、国スポ・障スポ

来訪者への戦略的なプロモーション展開と併せ

て、大会を契機とした観光振興と誘客促進を図り

ます。

次に、国スポ女子バスケットボール競技に合わ

せたスタンプラリーを実施することにより、会場

周辺に賑わいと応援の輪を創出し、大会の成功を

後押しするとともに、楽しみながら取り組む健康

づくりを通じて、大会がもたらす感動と喜びを市

民の皆様と共に分かち合います。

次に、市民の皆様と環境美化への意識を共有す

るとともに、国スポ・障スポの開催に向けた機運
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を高めるため「スポＧＯＭＩ大会」を開催し、清

潔で美しい街並みによって来訪者を歓迎する万全

の体制整備を図ります。

以上が、令和８年度当初予算の概要であります。

およそ半世紀ぶりに青森県で開催される国スポ

・障スポでは、むつ市も５つの競技の開催地とし

て、その大きな役割と責任を担うこととなります。

全国から多くの選手をはじめ、大会関係者や来訪

者をお迎えするこの大会は、単なるスポーツの祭

典にとどまりません。

大会を支えるボランティアや、歓迎の輪に加わ

る市民の皆様一人ひとりの行動こそが、むつ市の

姿を力強く全国に印象づけるまたとない機会でも

あります。

この大会を通じて、市民の皆様が「自らの手で

まちを動かす」という成功体験を共有すること、

それこそが、むつ市が目指すまちづくりの具体的

な姿であり、次代へと語り継ぐべき、目に見えな

い真のレガシーとなります。

そして、この大会を一過性の出来事として終わ

らせることなく、そこで育まれる市民の皆様の参

画意識や連帯の力を、日常の市政運営やまちづく

りの仕組みへと昇華させていくことが、私達行政

に求められる重要な役割でもあります。

令和８年度は、次の10年の未来図を描く次期総

合経営計画を策定します。

これは、市民の皆様と行政が同じ夢を追いかけ、

共に実現していくための「未来への約束」です。

この約束を果たす積み重ねの先に、私達が誇れ

るむつ市の未来が拓けます。

市民の皆様一人ひとりの思いを計画に映し込

み、その計画を市政運営の確かな指針として、次

の時代へと着実につなげてまいります。

その重い責任を胸に、市政の前進に引き続き全

力を尽くすことをここに誓い、令和８年度の施政

方針といたします。

議員各位におかれましては、なお一層のご理解

とご協力をよろしくお願い申し上げます。

〇議長（冨岡幸夫） これで施政方針の説明を終わ

ります。

◎日程第５～日程第39 議案一括上程、

提案理由説明

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第５ 議案第２号

むつ市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例から日程第39 報告第４号 専決

処分した事項の報告及び承認を求めることについ

てまでの35件を一括議題といたします。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） ただいま上程されました31議

案４報告について、提案理由及び内容の概要をご

説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと存じま

す。

それでは、新年度予算の議案からご説明いたし

ます。

はじめに、議案第25号 令和８年度むつ市一般

会計予算についてであります。

予算総額は、歳入歳出ともに、405億円で、過

去最大であった前年度当初予算と比較いたします

と、金額では４億1,700万円、率にして1.0％の減

となります。

まず、歳出の増減の主なものについてでありま

すが、教育費では、国スポ・障スポ推進事業費が

５億4,733万4,000円の増となる一方で、総務費及

び消防費では、デジタル防災センター整備関連事

業費が10億7,954万5,000円の減となるほか、商工

費では、湯野川温泉濃々園建替事業費が３億

2,366万3,000円の減となっております。

このほか、総務費には、幅広い世代の市民の皆

様がスマートフォン等を介して簡単に市政情報を
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受け取ることができるポータルアプリ導入事業費

1,327万円、民生費には、保育園等に通う全ての

こどもの保育料を無償化する保育料無償化事業費

9,975万1,000円、労働費には、地域の未来を担う

小中学生を対象とした地元のおしごと体験事業費

1,718万4,000円、農林水産業費には、農業の分野

から地域活性化を目指す取組として、しもきたハ

イテクフードバレー推進事業費1,070万9,000円等

を新たに計上しております。

次に、歳入の増減の主なものについてでありま

すが、国庫支出金では、災害時に備えた社会的重

要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補

助金等の減により７億6,883万2,000円の減、市債

では、庁舎整備債等の減により６億4,660万円の

減となるほか、県支出金では、青森県核燃料物質

等取扱税交付金等の増により１億4,031万3,000円

が増となっております。また、繰入金では、前年

度と同様に財政調整基金を取り崩すことなく予算

を編成しております。

令和８年度当初予算編成におきましては、限ら

れた財源を、幅広い世代の今と未来を支える各分

野の施策に配分し、「守り、拓き、躍動する。～

強靭な礎の上に、50年の想いを解き放つ予算～」

として、住み続けられるまちを実現する予算に仕

上げることができたと考えております。

次に、議案第26号 令和８年度むつ市国民健康

保険特別会計予算についてでありますが、予算総

額は、歳入歳出とも54億9,257万4,000円となりま

す。

これを前年度当初予算と比較しますと、金額で

は329万6,000円、率では0.1％の減となります。

歳出の主なものは、保険給付費及び国民健康保

険事業費納付金であり、歳入の主なものは、国民

健康保険税、県支出金及び一般会計繰入金となっ

ております。

次に、議案第27号 令和８年度むつ市後期高齢

者医療特別会計予算についてでありますが、予算

総額は、歳入歳出とも８億5,777万5,000円となり

ます。

これを前年度当初予算と比較しますと、金額で

は7,153万9,000円、率では9.1％の増となります。

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納

付金であり、歳入の主なものは、後期高齢者医療

保険料及び保険基盤安定負担金繰入金となってお

ります。

次に、議案第28号 令和８年度むつ市介護保険

特別会計予算についてでありますが、予算総額は、

歳入歳出とも69億3,024万7,000円となります。

これを前年度当初予算と比較しますと、金額で

は２億903万3,000円、率では3.1％の増となりま

す。

歳出の主なものは、介護サービス等に要する経

費であり、歳入の主なものは、介護保険料、国庫

支出金、支払基金交付金、県支出金及び一般会計

繰入金となっております。

次に、議案第29号 令和８年度むつ市公共用地

取得事業特別会計予算についてでありますが、予

算総額は、歳入歳出とも1,614万4,000円となりま

す。

これを前年度当初予算と比較しますと、金額で

は656万2,000円、率では28.9％の減となります。

歳出には市債に係る償還金を、歳入には一般会

計繰入金を計上しております。

次に、議案第30号 令和８年度むつ市魚市場事

業特別会計予算についてでありますが、予算総額

は、歳入歳出とも5,296万6,000円となります。

これを前年度当初予算と比較しますと、金額で

は27万7,000円、率では0.5％の増となります。

歳出の主なものは、魚市場施設費及び公債費で

あり、歳入の主なものは、一般会計繰入金となっ

ております。

次に、議案第31号 令和８年度むつ市水道事業
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会計予算についてご説明いたします。

まず、収益的収入及び支出についてであります

が、支出には水道施設の維持管理費等で17億

1,028万円を、収入には水道料金等で17億4,778万

2,000円を計上しております。

次に、資本的収入及び支出についてであります

が、支出には建設改良費及び企業債の元金償還金

で15億996万5,000円を、収入には企業債等で８億

6,128万3,000円を計上しております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額６億4,868万2,000円は、過年度分損益勘

定留保資金等で補塡するものとしております。

次に、議案第32号 令和８年度むつ市下水道事

業会計予算についてご説明いたします。

まず、収益的収入及び支出についてであります

が、支出には下水道施設の維持管理費等で10億

8,915万円を、収入には下水道使用料等で10億

9,189万9,000円を計上しております。

次に、資本的収入及び支出についてであります

が、支出には建設改良費及び企業債の元金償還金

で11億8,675万9,000円を、収入には企業債等で

10億8,887万8,000円を計上しております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額9,788万1,000円は、過年度分損益勘定留

保資金等で補塡するものとしております。

次に、新年度予算以外の議案についてご説明い

たします。

まず、議案第２号 むつ市特定乳児等通園支援

事業の運営に関する基準を定める条例についてで

ありますが、本案は、子ども・子育て支援法の一

部改正に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営に

関する基準を定めるためのものであります。

次に、議案第３号 むつ市部設置条例の一部を

改正する条例についてでありますが、本案は、下

北ジオパーク推進協議会を一般社団法人しもきた

ツーリズムに移行することに伴い、政策推進部の

分掌事務であるジオパークに関することを商工観

光部に移管するためのものであります。

次に、議案第４号 むつ市行政手続条例の一部

を改正する条例についてでありますが、本案は、

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進

するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改

正する法律による行政手続法の改正に準じ、聴聞

等の通知に係る公示送達の方法を拡充するための

ものであります。

次に、議案第５号 むつ市印鑑登録及び証明に

関する条例の一部を改正する条例についてであり

ますが、本案は、電気通信事業法の一部改正に伴

い、条文整理をするためのものであります。

次に、議案第６号 むつ市財産の交換、譲与、

無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてでありますが、本案は、財産の譲与無償貸

付等の対象を拡充するためのものであります。

次に、議案第７号 むつ市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてでありますが、本

案は、令和８年度から創設される子ども・子育て

支援納付金課税額の課税に必要な事項のうち地方

税法の改正に係るものを規定するほか、基礎課税

額に係る税率を引き下げるためのものでありま

す。

次に、議案第８号 むつ市乳児等通園支援事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例についてでありますが、本案は、

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

の一部改正に伴い、条文整理をするためのもので

あります。

次に、議案第９号 むつ市営住宅条例の一部を

改正する条例についてでありますが、本案は、桜

木町東団地を廃止するためのものであります。

次に、議案第10号 むつ市火入れに関する条例

の一部を改正する条例についてでありますが、本

案は、下北地域広域行政事務組合火災予防条例の
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一部改正により林野火災注意報の発令について規

定されたことから、火入れの中止の要件に林野火

災注意報を加えるためのものであります。

次に、議案第11号 むつ市地方卸売市場大畑町

魚市場条例の一部を改正する条例についてであり

ますが、本案は、卸売市場法等の一部改正に伴い、

指定飲食料品等の指標等の公表について定めるた

めのものであります。

次に、議案第12号 むつ市企業誘致促進条例の

一部を改正する条例についてでありますが、本案

は、新たな産業の振興と雇用の創出に資するため、

新規事業の創出及び地域企業の成長を通じて持続

可能な地域発展を図ることを目的として設置する

むつ市産学官金インキュベーションプラットフォ

ームにおいて市内企業及び市外企業が出資して市

内に設立する法人により市内に設置される事業所

を適用対象事業所に加えるものであります。

次に、議案第13号 むつ市道路占用料徴収条例

の一部を改正する条例についてでありますが、本

案は、道路法施行令の一部改正に準じ、市の道路

占用料の額を改定するためのものであります。

次に、議案第14号 むつ市中小企業経営安定化

資金利子補給基金条例を廃止する条例についてで

ありますが、本案は、令和２年度に交付された新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を原資として造成したむつ市中小企業経営安定化

資金利子補給基金について、当該交付金の活用期

限が令和７年度末となっていることから、当該基

金を廃止するためのものであります。

次に、議案第15号 むつ市視聴覚ライブラリー

設置条例を廃止する条例についてでありますが、

本案は、本年３月31日をもってむつ市視聴覚ライ

ブラリーを廃止するためのものであります。

次に、議案第16号 むつ市下北自然の家条例を

廃止する条例についてでありますが、本案は、本

年３月31日をもってむつ市下北自然の家を廃止す

るためのものであります。

次に、議案第17号 むつ市観光遊覧船条例を廃

止する条例についてでありますが、本案は、本年

３月31日をもって観光遊覧船「夢の平成号」を廃

止するためのものであります。

次に、議案第18号 むつ市過疎地域持続的発展

計画についてでありますが、本案は、令和７年度

で現行計画の計画期間が満了することに伴い、新

たに令和８年度から令和12年度までを計画期間と

する次期計画を定めるためのものであります。

次に、議案第19号及び議案第20号の人権擁護委

員の候補者に推薦する者につき意見を求めること

についてでありますが、これら２議案は、本年６

月30日をもって任期が満了となります石倉司氏及

び佐藤功子氏を推薦するため、提案するものであ

ります。

次に、議案第21号 令和７年度むつ市一般会計

補正予算についてでありますが、本案は、７億

9,976万1,000円の増額補正でありまして、これに

より補正後の歳入歳出予算総額は、448億8,190万

円となります。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

総務費では、高齢者無料乗車証事業費を増額して

おりますほか、バス路線の維持と地域住民の交通

手段を確保するため、集合バス事業者に対するむ

つ市地域間幹線系統等確保維持費補助金を計上し

ております。

民生費では、心身に障がいを持つ方の生活を支

援するための福祉サービス費及び生活に困窮する

方に対して最低限度の生活を保障するための生活

保護費を増額しておりますほか、最高裁判所の判

決により追加で給付することとなった生活保護費

を計上しております。

農林水産業費では、陸奥湾の高水温の影響によ

り危機的状況となっているホタテガイ養殖の存続

のため、むつ湾漁業振興会が造成する基金への補
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助金を計上しております。

消防費では、災害時における資機材の充実を図

るための災害対応力強化事業費を計上しておりま

す。

教育費では、国の補正予算成立を受け、令和９

年４月開校予定の（仮称）むつ市立学びの多様化

学校を整備するための事業費のほか、小中学校の

トイレ改修に係る環境整備事業費を計上しており

ます。

公債費では、日本銀行の政策金利上昇に伴い、

一時借入金等に係る利子不足分を増額しておりま

す。

災害復旧費では、公共施設等の復旧に係る工事

請負費を増額しております。

次に、歳入の主なものについてでありますが、

地方交付税では普通交付税を増額しておりますほ

か、国・県支出金では歳出との関連において補助

見込額を調整しております。

市債では、（仮称）むつ市立学びの多様化学校

整備事業外７事業の事業費の変更に伴い、借入見

込額を調整しております。

なお、湯野川温泉濃々園建替事業外１事業につ

いて継続費を変更し、及び（仮称）むつ市立学び

の多様化学校整備事業の継続費を廃止しておりま

すほか、年度内に事業の完了が見込めないことか

ら戸籍への振り仮名記載及び振り仮名の届出対応

事業外24事業について繰越明許費を設定しており

ます。

次に、議案第22号 令和７年度むつ市後期高齢

者医療特別会計補正予算についてでありますが、

本案は、後期高齢者医療広域連合納付金の確定に

伴う5,551万3,000円の増額補正でありまして、こ

れにより補正後の歳入歳出予算総額は、８億

4,174万9,000円となります。

次に、議案第23号 令和７年度むつ市水道事業

会計補正予算についてでありますが、本案は、決

算見込みにより補正するもので、収益的収入及び

支出において、支出では3,466万1,000円を増額、

収入では99万5,000円を減額しておりますほか、

資本的収入及び支出において、支出では7,381万

8,000円を、収入では8,784万8,000円をそれぞれ

減額しております。

次に、議案第24号 令和７年度むつ市下水道事

業会計補正予算についてでありますが、本案は、

決算見込みにより補正するもので、収益的収入及

び支出において、支出では3,151万8,000円を、収

入では3,042万3,000円をそれぞれ減額しておりま

すほか、資本的収入及び支出において、支出では

9,320万円を、収入では980万3,000円をそれぞれ

減額しております。

次に、報告第１号についてでありますが、これ

は、昨年８月30日にむつ市大字城ケ沢字畑梨子平

地内の国道において発生した自動車損傷事故に係

る和解及び損害賠償の額を定めることについて、

議会の委任を頂いているところにより、専決処分

したものであります。

次に、報告第２号についてでありますが、これ

は、令和７年度むつ市一般会計補正予算でありま

して、本年１月の衆議院の解散に伴う衆議院議員

総選挙執行の準備に急を要したため、関係予算を

専決処分したものであります。

次に、報告第３号についてでありますが、これ

は、令和７年度むつ市一般会計補正予算でありま

して、道路等の除排雪経費のほか、昨年12月８日

に発生した青森県東方沖地震により被災された方

々に対しての迅速な対応が必要な事業について、

関係予算を専決処分したものであります。

次に、報告第４号についてでありますが、これ

は、令和７年度むつ市一般会計補正予算でありま

して、道路等の除排雪経費に不足が生じる見込み

のため、関係予算を専決処分したものであります。

以上をもちまして、上程されました31議案４報
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告について、その大要を申し上げましたが、細部

につきましては、議事の進行に伴いましてご質問

により詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決及び

ご承認賜りますようお願い申し上げる次第であり

ます。

〇議長（冨岡幸夫） これで提案理由の説明を終わ

ります。

◎散会の宣告

〇議長（冨岡幸夫） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

お諮りいたします。明２月20日並びに２月24日

及び25日は議案熟考のため休会としたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

なお、２月21日から23日までは休日のため休会

とし、２月26日は一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午前１０時５４分 散会
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